
�金沢市選挙管理委員会告示第49号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の

１の数 (条例の制定又は改廃及び監査の請求における署名者の最低数) は､ 7,118人です｡

平成16年６月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市選挙管理委員会告示第50号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第76条第１項､ 第80条第１項､ 第81条第１項及び第86条第１項の規定による選

挙権を有する者の総数の３分の１の数 (議会の解散の請求並びに議員､ 長､ 助役､ 収入役､ 選挙管理委員及び監査委

員の解職請求の場合における署名者の最低数) は､ 118,624人です｡

平成16年６月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市選挙管理委員会告示第51号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号) 第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数 (教育委員会の委員の解職請求の場合における署名者の最低数) は､ 118,624人です｡

平成16年６月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
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●選挙管理委員会告示

○条例の制定又は改廃及び監査の請求の場合に

おける署名者の最低数について

(選挙管理委員会) 1

○議会の解散の請求並びに議員､ 長､ 助役､ 収

入役､ 選挙管理委員及び監査委員の解職請求

の場合における署名者の最低数について

( 〃 ) 1

○教育委員会の委員の解職請求の場合における

署名者の最低数について ( 〃 ) 1

選挙管理委員会告示

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

号外第２３号の３
平成16年 (2004年) ６月24日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)
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